
建築基準法及び建築物省エネ法
の改正概要について

広島県土木建築局建築課
令和６年７⽉
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１ 法改正の背景
（１）2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス
46％削減の実現に向けた建築物の対応
①建築物の省エネ基準の段階的強化
②基準強化に伴う審査範囲の拡大
③建築物の木材利⽤促進に向けた防⽕規定の合理化
④木造建築物の構造関係規定の合理化
（２）少⼦⾼齢化の進⾏に伴う労働⼈⼝減少を⾒据えた建築業
界の生産性向上等への対応
①省エネ基準強化に伴い、⼿続きの簡素化・合理化
②建築確認申請などの電⼦申請化の推進、BIMの活⽤等DX推進
③二級建築士資格者が取得可能な2級建築主事の創設
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１ 法改正の背景
（１）2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス
46％削減の実現に向けた建築物の対応
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１ 法改正の背景
（１）2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス
46％削減の実現に向けた建築物の対応

建築物分野の省エネ対策の徹底，CO2吸収源対策としての木材利用
拡大等を通じ，脱炭素社会の実現へ寄与する。

【法改正による対応内容】
〇 建築物の省エネ基準の段階的強化と審査範囲の拡大

・ 省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大，基準も強化
・ 建築確認申請における審査範囲の拡大 等

〇 大規模木造建築物の木材利用拡大（防火規定等の合理化）
・ ３０００㎡超の大規模建築物の全体の木造化促進
・ 大規模建築物における部分的な木造化の促進
・ 低層部分の木造化の促進（防火規制上別棟扱いとする）

〇 木造建築物の構造関係規定の合理化
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１ 法改正の背景
（２）少⼦⾼齢化の進⾏に伴う労働⼈⼝減少を⾒据えた
建築業界の生産性向上への対応
【国交省の基本方針】
・建築確認、定期報告等のオンライン化（電子申請化），BIMの活用
・中間・完了検査のリモート実施等、建築行政手続きのDX推進
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１ 法改正の背景
（２）少⼦⾼齢化の進⾏に伴う労働⼈⼝減少を⾒据えた
建築業界の生産性向上への対応
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２ 法改正の概要
（１） 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効

果ガス46％削減の実現に向けた建築物の対応
① 建築物の省エネ基準の段階的強化と審査範囲の拡大

ア 省エネ基準の段階的強化
イ 省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大
ウ 建築確認申請における審査範囲拡大 等

② 大規模木造建築物の木材利用拡大（防火避難規定等の合理化）
ア ３０００㎡超の大規模建築物の全体の木造化促進
イ 大規模建築物における部分的な木造化の促進
ウ 低層部分の木造化の促進（防火規制上別棟扱いとする）

③ 木造建築物の構造関係規定の合理化
ア 木造建築物の構造計算の合理化（構造計算を求める木造建築

物の拡大や構造計算方法の一部簡素化）
イ 構造計算を要しない小規模木造建築物の仕様規定の強化
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化
①建築物省エネ法（消費性能基準等を定める省令）

〇建築物エネルギー消費性能誘導基準及び低炭素建築物認定
における基準の引き上げ
⇒「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を
改正する省令」が令和４年8 月16 日公布、令和４年10月施行
⇒非住宅について省エネ性能の水準をZEB（ZEBoriented）水
準まで引き上げ。

一次エネルギー消費量について省エネ基準より１０〜２０％
削減とされていたものが３０〜４０％削減に強化

令和４年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊非住宅に係る部分

①建築物省エネ法（改正後の省令第12 条及び別表第二）

令和４年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊住宅に係る部分

①建築物省エネ法（改正後の省令第１４条）
〇建築物エネルギー消費性能誘導基準及び低炭素建築物認定
における基準の引き上げ
⇒同様に住宅についても省エネ性能の水準を引き上げ。

〇一次エネルギー消費量省エネ基準より１０％削減とされて
いたものが２０％削減に強化
〇住宅の外皮基準もZEH 水準と整合するよう引き上げ。
改正後の省令第10 条第1 項第2 号イに規定（標準計算法）

令和4年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊住宅に係る部分

①建築物省エネ法（改正後の省令第１４条）

令和4年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊共同住宅に係る部分

①建築物省エネ法（算出⽅法等を定める告⽰）
〇共同住宅における基準一次エネルギー消費量の水準見直し
共同住宅の住⼾間の熱損失が原則無い前提で外皮基準が見直され
たことを踏まえ，
暖冷房設備の基準一次エネルギー消費量の算出に用いる，暖房・
冷房負荷に係る係数を見直し
・UA：外皮平均熱貫流率
・ηAH：暖房期平均日射熱取得率
・ηAC：冷房期平均日射熱取得率
⇒平成28 年国土交通省告示第265 号第２ ３（１）改正

令和4年11月公布・施行

令和４年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１） 建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊共同住宅に係る部分

①建築物省エネ法
平成28 年国土交通省告示第265 号第２ ３（１）

外皮平均
熱貫流率

平均日射
熱取得率

令和4年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１）建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊共同住宅に係る部分

①建築物省エネ法（第28 条第2 項、第29 条、第30 条）
〇住宅トップランナー制度の対象が分譲型規格共同住宅等に拡大

一定の⼾数以上の規格住宅を供給する大手事業者に対して，高
い省エネ性能（誘導基準）をクリアすることについて努力義務を
課している。
（従わない場合には勧告や公表ができる規定もある）

⇒建売⼾建住宅、注⽂⼾建住宅、賃貸アパートがその対象とされ
ており、分譲マンションは対象外となっている。

⇒規格化された分譲マンションを供給する大手デベロッパー等に
対する誘導基準達成への努力義務規定など追加

令和５年施⾏済
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２ 法改正の概要
（１） 建築物の省エネ基準の段階的強化 ＊非住宅に係る部分

①建築物省エネ法（令和6年4月1日施行）

〇大規模非住宅建築物の基準一次エネルギー消費量の水準引き上げ
大規模（2000 ㎡以上）非住宅建築物について，基準一次エネルギー消
費量の水準について，現行より15〜25％削減が義務付けられる。

基準⼀次消費エネルギー量の⽔準を表す係数 B用途非住宅部分の規模

０．８事務所等非住宅部分の床面積
の合計が2000㎡以上

０．８ホテル等

０．８５病院等

０．８百貨店等

０．８学校等

０．８５飲食店等

０．８５集会所等

０．７５工場等

令和６年施⾏済
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２ 法改正の概要
（２）省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大 ＊全建築物

①建築物省エネ法第１０条（令和７年4月1日施行）

〇全ての新築・増改築に省エネ基準適合を義務付け
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適

合が義務付けられる。
⇒2025年4月1日以降着工分から適用開始

令和７年4⽉施⾏予定
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【省エネ基準が適用されない建築物】
①１０㎡以下の新築・増改築
②居室を有しないこと 又は

高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要が
無いもの

・自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
・観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺
院等
③歴史的建造物、⽂化財等
④応急仮設建築物、仮設建築物（建築基準法第85条第2項）

仮設興行場等（建築基準法第85条第６項、第７項）

令和７年4⽉施⾏予定２ 法改正の概要
（２）省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大 ＊全建築物

①建築物省エネ法第１０条（令和７年4月1日施行予定）
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〇増改築を行う場合の省エネ基準適合が必要となる範囲を見直し
増改築をする場合には、増改築をする部分のみ基準適合させることとする。
＊改修する部分について、例え大規模な修繕や模様替えに該当する場合で
あっても、当該部分は省エネ基準の適用はない。

令和７年4⽉施⾏予定２ 法改正の概要
（２）省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大 ＊全建築物

①建築物省エネ法第１０条（令和７年4月1日施行予定）
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２ 法改正の概要
（２）省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大 ＊全建築物

①建築物省エネ法第１０条（令和７年4月1日施行予定）

【省エネ基準適合に係る手続きの要否】

令和７年4⽉施⾏予定

平屋建て かつ延べ床面積２００㎡以下

【省エネ基準適合に係る手続きの種類】
・エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合
・省エネ基準適合について仕様基準を採用する場合、建築確認で審査
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２ 法改正の概要
（２）省エネ基準への適合義務を原則全建築物に拡大 ＊全建築物

①建築物省エネ法第１０条（令和７年4月1日施行予定）

【省エネ基準適合に係る手続きの内容】

令和７年4⽉施⾏予定
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【省エネ基準適合に係る手続きの流れ】
令和７年4⽉施⾏予定
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２ 法改正の概要
（３）建築確認申請における審査範囲拡大

建築基準法第６条第１項、第６条の４

【現状】
建築確認申請や完了検査について、都市計画区域等の区域外では、一

定規模以下の木造建築物は申請対象外となっている（法第６条第１項）
都市計画区域等の区域内の場合でも一定規模以下の木造建築物で建築

士が設計・工事監理したものは審査の一部が省略される（法第６条の
４）

【法改正後】
建築確認申請や完了検査対象について、都市計画区域等の区域外では、

2階以上又は２００㎡超の木造建築物に見直し（対象拡大）
審査の一部が省略される木造建築物は200㎡以下かつ平屋建てに限定

される（範囲縮小）
⇒結果として非木造と対象は統一。省エネ基準含め審査範囲拡大

令和７年4⽉施⾏予定
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２ 法改正の概要
（３）建築確認申請における審査範囲拡大

令和７年4⽉施⾏予定
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２ 法改正の概要
（３）建築確認申請における審査範囲拡大

令和７年4⽉施⾏予定
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２ 法改正の概要
（３）建築確認申請における審査範囲拡大

【提出図書の合理化】

令和７年4⽉施⾏予定
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２ 法改正の概要
（４）木造建築物の構造関係規定の合理化

①木造建築物の構造計算の簡素化
（建築基準法第20 条第１項第二号 第20 条第１項第３号 ）

�【現状】
法第６条第１項の二号建築物（高さ１３ｍ又は軒高さが９ｍを超えるもの）

については、ルート２以上の構造計算が必要
�【法改正後】

法第６条第１項の二号建築物の区分が無くなったことに伴い、法第20 条第
１項第二号（ルート2以上）の構造計算を求める木造建築物を再定義。
（地階を除く階数が４階以上又は高さが16m を超えるものに対象を縮小）

上記以外で、地階を除く階数が３階かつ高さが13m 超16m 以下の木造建築
物は法第20 条第１項第三号の構造計算（ルート１計算）で可とする簡素化が
行われた。
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２ 法改正の概要
（４）木造建築物の構造関係規定の合理化

②木造建築物の構造計算の合理化
（建築基準法第20 条第１項第３号 ）

�【現状】
延べ床面積が500 ㎡を超える木造建築物について、法第20 条第１項第

三号の構造計算（ルート１計算）を要求
�【法改正後】

延べ床面積が300 ㎡を超える木造建築物については、法第20 条第１項
第三号の構造計算（ルート１計算）を求めることとされた。
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２ 法改正の概要
（４）木造建築物の構造関係規定の合理化

③構造計算を要しない小規模木造建築物の仕様規定の強化
（建築基準法施行令第43条、第46条 ）
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【床面積当たり必要壁量の算定例（早見表の場合）】

30



【床面積当たり必要壁量の算定例（表計算ツールの場合）】
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【筋交い耐力壁の階高による壁倍率低減 等】
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【準耐力壁を存在壁量として考慮可能】
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【準耐力壁の仕様・壁倍率】
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【仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法の見直し（令43条）】

その他の階の柱（2階建ての1階）最上階⼜は平屋の住宅の柱
1
30�1

33�軽い屋根の住宅

1
28�1

30�その他の住宅

※上表は下記の⽤途等の建築物は適⽤外
・土蔵造など、壁重量が特に大きい建築物 ・相互の間隔が10mを超える柱
・床面積10㎡超の学校等 ・公衆浴場の柱

改正前

改正後

建築物の用途等により、柱の小径/横架材相互間の距離を、令43条の表中の割合以上とする。

表 横架材相互間の垂直距離に対する柱の小径の割合（住宅の場合）
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【仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法の見直し（令43条）】
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長時間、ご清聴ありがとうございました。
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